
緊急時の組織的対応                               別紙４  

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                

 

     

                              

    

                                 

 

 

                                 

 

    

    

                             

 

 

 

                                

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■被害者やいじめを知らせてくれた生徒等に十分配慮し、事実確認をする。 

  ・いじめを発見した時は、ただちに加害者、被害者の双方から事実関係を聞き取り、聞き取った内容につい

ては周辺生徒からも状況を聞き取る。 

  ・必要に応じて、全校あるいは全学年のアンケートを実施する。 

■双方の保護者に説明をする。 

  ■双方の保護者と関係職員を交えて、関係改善を行うとともに、傍観者への指導も行う。 

教育委員会 

関係機関 

・佐用警察 0790-82-0110 

・姫路南少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

      0792-37-1233 

・青少年育成センター 

・西播磨県民局 

・福祉事務所  等 

ネット上のいじめ 

県警本部サイバー犯罪対策室 

    078-341-7441(代) 

法務局人権擁護課  等 

重大事案 
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必要に応じて 

 

説明 

管理職 

対応班による 

いじめ解消に向けた取組 

継続的指導・経過観察 再発防止・未然防止活動 

解     決 

いじめ認知 

生徒指導部 校長・教頭 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ認知報告 

↓ 

調査方針・方法の決定 

↓ 

徹底した事実確認 

↓ 

指導方針の決定・指導体制の編成 

↓ 

対応班編成 

いじめ対策委員会 

招集・指揮 

＜構成員＞ 

校長、教頭、生徒支援部長、保健部長 

学年主任、学年生徒指導担当、養護教諭 

関係学級担任 

必要に応じて関係職員、キャンパスカウンセラ

ー 

保護司、人権擁護委員 

 

 


